
１病棟では以下の施設基準の承認を受けています 

 

一般病棟入院基本料 

急性期一般入院料４  入院患者数２５人です。 

1 日に 8 人以上の看護職員（看護師および准看護師）が勤務しています。 

なお時間帯ごとの配置は次のとおりです。 

8 時 30 分 ～17 時 00 分：看護職員 1 人当たりの受け持ち数は 7 人以内です。 

16 時 30 分 ～ 0 時 30 分：看護職員 1 人当たりの受け持ち数は 13 人以内です。 

0 時 15 分 ～ 8 時 45 分：看護職員 1 人当たりの受け持ち数は 13 人以内です。 

当院では患者さんの負担による付添い看護は行っていません。 

入院時食事療養費 

入院費生活療養費（Ⅰ） 

特別食加算、食堂加算 

① 当病院は「入院費食事療養費（Ⅰ）」、「入院費生活療養費（Ⅰ）」の届出を行っており、 

管理栄養士による適切な内容の食事の提供をしています。 

② 医師の発行する食事せんに基づき、特別食の提供をしています。 

③ 病棟内で食事の出来るスペースを設置しています。 

 

四国厚生支局長へ届出を行っている事項 

基本診療料の施設基準に関する届出 

救急医療管理加算、診療録管理体制加算３、療養環境加算、 

感染対策向上加算３、患者サポート体制充実加算、後発医薬品使用体制加算 2、 

データ提出加算 1 のロ、認知症ケア加算３、入院ベースアップ評価料 

 

特掲診療料の施設基準に関する届出 

薬剤管理指導料、検体検査管理加算（Ⅰ）、ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 16 列以上のマルチスライス型、

脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）、廃用症候群リハビリテーション料（Ⅰ）、 

運動器リハビリテーション料（Ⅰ）、呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）、がん患者リハビリテーシ

ョン料、集団コミュニケーション療法料、１８０日を超える入院、脊髄刺激装置植込み術及び脊髄

刺激装置交換術、 

 

室料差額について 

（特別病室へ入院の方は、1 日につき次の料金（消費税含む）が加算されます。） 

区分 料金 部屋 

特別室 Ａ 8,800 円 101(１床)  

特別室 Ｂ 6,600 円 102(１床) 103(１床)  

特別室 Ｃ 3,300 円 
120( １ 床 )121( １ 床 )122( １ 床 )  

123(１床)  

一般個室 0 円   １８床 

 

入院時食事療養費の標準負担額について（１食につき） 

一般（７０歳未満） ７０歳以上の高齢者 標準負担額（１食当たり） 

一般（下記以外） 一般（下記以外） 
６７０円 

（例外）指定難病患者・小児慢性特定疾患病児等 260 円 

低所得者 

（住民税非課税） 
低所得者Ⅱ 

過去１年間の入院期間が９０日以内 ２３０円 

過去１年間の入院期間が９０日超 １８０円 

該当なし 低所得者Ⅰ １１０円 

 

令和 6 年 6 月 1 日 

医療法人北辰会 西条市民病院 


